
 1 

令和２年５月 22 日 
沖縄県立芸術大学 

 
 

新型コロナウィルス感染症拡大予防ガイドライン 
 

 
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、沖縄県立芸術大学の教職員及び学生

が取り組むべき感染予防策を下記のとおり定める。 
 

記 
 
１ 基本的な感染予防策 

 教職員及び学生は、日常的に次の感染予防策に取り組むこと。 

(1) 手指衛生 
・石けんと流水による手洗い（25 秒以上）又はアルコール消毒をこまめに行う。 
・触れる必要のない物には触れない。 

(2) マスク着用 
・原則として、人と接する場ではマスクを着用する。 
・マスクは、交換や洗濯など清潔を心がける。 

(3) 健康管理 
・毎日、朝と夕に体温を測定し、自分の健康状態を把握する。 
・発熱などの風邪症状がある場合は自宅療養し、経過を観察する。 
・食事、休養、適度な身体活動等により免疫力を高める。 

(4) 換気 
・エアコン使用中でも１時間に１回以上、数分間程度換気を行う。 
・可能な限り２方向の窓やドアを開けて換気を行う。 

(5) 人との接触制限 
・「うつすかもしれない」、「うつされるかもしれない」意識を強く持つ。 
・人との間隔は、２m 以上（最低１m）空ける。 
・会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。 
・対面で会話をする時は、短時間で会話を終え、長くなる場合はオンラインなど

を活用する。 
(6) 食事のマナー 

・飲食の前には、手洗いや手指消毒を行う。 
・対面での着席を控え、分散して食事する。 
・大皿から自分の箸などで直接食べ物をとることを控える。 
・食事中、大声で会話することを控える。 
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２ 大学構内への立ち入り及び施設利用の制限 
(1) 学生は、授業がない場合は、自宅等での学習に努め、大学構内への立ち入りを

控える。 
(2) 授業外学習や個別指導のため、教室、実習室、工房、練習室等（以下、「教室

等」という。）の大学施設の利用が不可欠な場合には、次の３及び４と同様の感

染予防策を徹底したうえで、各学科室又は事務局が個別に利用を許可するととも

に、各学科室又は事務局は学生の利用状況を把握しておくこと。 
 

 

３ 授業での感染予防策 

 授業の方法は、当面の間、原則として遠隔授業（教員は学内、自宅等で授業を行い、

学生は学内の別室で受講する【学内型】【自宅-学内型】を含む。令和２年５月３日付

け「沖縄県立芸術大学における遠隔授業実施に関するガイドライン」を参照）とし、

対面での授業が真に必要な事情がある場合を除き、教員と学生が直接対面して実施す

る面接授業は行わない。 
なお、教室を利用する授業を実施する場合は、次の感染予防策を徹底すること。 

 
(1) 授業開始前 

・ 教員及び学生全員が、手指衛生を行い、マスクを着用する。 
・ 複数人が一つの教室等を利用する場合は、各座席の距離を２m 以上離し、対面

とならない配置としたうえで、学生は指定された席に着席する。着座によらな

い実習等の場合も同様に、２m 以上の間を空ける。 
・ 教員は資料を事前配布または入り口等に設置し、手渡しをしない。 
・ 可能な限り２方向の窓やドアを開けて常時換気を行う。エアコン使用時にお

いても窓を常時５㎝から８㎝程度開ける。 
 

(2) 授業中 
・ 教員及び学生間の接触時間を減らすため、授業時間は可能な範囲で短縮する。 

 
(3) 授業終了後 

・ 学生は使用した机や椅子等を消毒する。 
・ 学生は消毒完了後は速やかに退室する。 
・ 教員は使用した機器類や教卓、教室のドアノブを消毒する。 
・ 教員は教室用の消毒用品が無くなる前に、総務課に連絡する。 

 
 
４ 教室等での感染予防策 

(1) 教室等や設備の利用は最低限にとどめ、資料整理等は自宅等で行う。 

(2) 教室等の設備や備品について、操作画面やスイッチ、ドアノブなど複数の人の

手が触れる場所は、使用者が使用前後又は必要に応じて消毒する。また、実習
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等の性質も考慮しつつ、ドアを常時開放するなど、人の手が触れる場所を少な

くするとともに、換気を行う。  

(3) 安全管理等の理由により、複数の人が同時に作業、操作等を行う必要がある実

習等においては、必ずマスクを着用し、可能な限りメガネ、ゴーグル、フェイ

スシールド等により目の防護に努める。また、透明ビニールカーテン等による

遮蔽等の措置が必要な場合は、総務課に相談する。 

(4) 「三つの密」を避けるため、各学科室において教室等利用計画を策定する。 

(5) 授業のオンライン化の推進により、利用可能な教室等を確保しそれらを積極的

に活用することで、学内での授業及び授業外学習等における「三つの密」を回

避するよう努める。 
 

 
５ 授業以外での感染予防策 

 授業以外で大学構内にいる間は、次の感染予防策を徹底すること。 

(1) 学内での移動時は、密集にならないよう２m 以上の間隔を保つ。 

(2) 窓口に並ぶ時は、２m 以上間隔をあけて並ぶ。 
(3) トイレは混み合わないように使用する。 
(4) 自主的なグループ学修等を行う場合は、できるだけオンラインで実施する。や

むなく対面で実施する場合は、少人数で十分な距離をとり、短時間で終了する。 
(5) 必要な学習等が終わったら速やかに帰宅し、他者と接触する時間を減らす。 

 
 
６ 附属図書・芸術資料館における感染予防策 

(1) 入館及び館内閲覧の制限 
・ 入館する際は、手指衛生を行い、マスクを着用する。 
・ 学外者の利用は認めない。 
・ 館内での感染予防策の詳細は、別途定める。 

(2) 貸出希望資料の事前連絡の推奨 
・ 利用者の館内滞在時間短縮のため、貸出希望の利用者は、事前にメールなどで

貸出希望資料を申告することを推奨する。 
 

 
７ その他感染拡大防止対策 

(1) 学生及び教職員は、学内で風邪症状や体調不良等の症状が出た場合には、マス

クを着用の上で、極力誰とも接しないようにし、速やかに帰宅する。 

(2) しばらく学内で休養を必要とする場合は、他者との接触を極力避けられる部屋

を用意し、待機場所とする。待機中は換気を行い、使用後は消毒を行う。 

(3) 体調不良等の学生及び教職員に対応する教職員は、必ずマスクを着用し、対応

の前後に十分な手洗いを行うこと。体調不良者本人も同様とする。 

(4) 体調不良等の学生及び教職員は、帰宅後の健康状況に留意し、必要に応じて、
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帰国者・接触者相談センターに相談すること。  

 
 
８ 学外での感染予防策 

(1) 公共交通機関の利用 
・ できるだけ混み合う時間帯を避けて利用する。 
・ 手すりやつり革等の共用部分に触れた手で顔に触れるのを避け、できるだけ

速やかに手指衛生を行う。 
(2) 「新しい生活様式」の実践 

・ 旅行による移動や買い物、娯楽・スポーツ等の各場面においては、国の専門家

会議提言の「新しい生活様式」の実践に努める。 
・県内離島や県外への移動、海外への渡航は当面の間控える。 



参考


